
みやざき納涼花火大会魅力向上事業業務委託仕様書 

 

１.業務の目的 

 本業務は、みやざき納涼花火大会において、新たにドローンショーを加えて実施することで、イベ

ントの魅力を高め、さらなる観光客の誘致と、宿泊・飲食等による地域経済への波及効果を高めるこ

とを目的とする。 

 

２.業務名 

 みやざき納涼花火大会魅力向上事業業務委託 

 

３.契約期間 

 契約締結日から令和８年８月２０日まで 

 （準備、各種申請、演出調整、リハーサル、設営及び撤収等を含む） 

 

４.業務日時 

 令和８年８月１日（土） １９時３５分から１９時５０分までの間 

 ※離発着場所からアニメーション実施場所までの移動時間含む 

 ※気象条件等により変更する場合がある。 

 

５.実施場所 

 宮崎市鶴島（大淀川河川敷及びその周辺） 

 

６.業務内容 

 受託者は、上記「１．業務の目的」を踏まえ、次のとおりドローンショーを開催すること。 

（１）ドローンショーの企画及び演出 

①第７８回みやざき納涼花火大会の趣旨にふさわしい演出を企画すること。 

②宮崎市を象徴するモチーフを取り入れたアニメーション演出を含めること。 

③来場者が視認しやすいスケール感のある演出とすること。 

④演出時間は１９時３５分から１９時５０分までの最長 15分間とすること。 

※離発着場所からアニメーション実施場所までの移動時間含む 

 

（２）ドローン機体の運用 

①使用するドローンは 500機以上とすること。 

②夜間演出に適した LED等の発光装置を備えた機体を使用すること。 

③機体トラブルに備え、必要な予備機体を確保すること。 

④機体の離発着、飛行制御及び運航管理を適切に行うこと。 

⑤日本国内の法令および関連規格に適合した安全性の高い機体を使用すること。 

 

（３）安全対策 

 受託者は委託者と連携し以下の措置を講じること。 

①離発着場所及び飛行区域の安全管理を行うこと。 

②機体落下防止対策を講じること。 

③緊急時の運航停止手順を整備すること。 

④関係機関との連携体制を構築すること。 

⑤観覧者及び関係者の安全確保を図ること。 

 



（４）許認可手続 

①航空法に基づく飛行許可及び承認申請を行うこと。 

②関係機関との事前協議を行うこと。 

③その他必要となる届出を行うこと。 

※委託者は必要に応じて協力する。 

 

（５）リハーサル 

 みやざき納涼花火大会実行委員会（以下「実行委員会」という。）及び花火打上関係事業者と協議

のうえ、本番前日までに原則として 1回以上リハーサルを実施すること。 

 

（６）設営および撤収 

①ドローンショーに関する必要な準備を行うこと。 

②電源及び通信環境の確保を行うこと。 

③本番終了後は速やかに撤収を行うこと。 

④設営及び撤収については実行委員会の指示に従うこと。 

 

（７）現地調査 

①受託者は、本業務の実施に先立ち、必ず現地調査を実施すること。 

②現地調査においては、次の事項について確認を行うこと。 

ア ドローン離発着場所の状況 

イ アニメーション演出位置及び飛行範囲 

ウ 観覧場所からの視認性 

エ 周辺建物及び構造物の位置関係 

オ 電波環境及び飛行安全に関する条件 

カ 花火打上位置との位置関係 

③現地調査の結果を踏まえ、安全性及び演出効果を確保する飛行計画を作成すること。 

④必要に応じて実行委員会または花火打上関係事業者と合同で現地確認を行うこと。 

 

７.提出書類 

（１）契約締結後、必要に応じて次に掲げる書類及びデータを適宜提出すること。 

ア 事業計画書        １部 

イ 実施スケジュール     １部 

ウ ドローンショーの内容をまとめた絵コンテ等  １部 

エ その他 ドローンショーの開催にあたって取得した航空局の許可書等の写し  一式 

（２）業務完了時、委託業務完了通知書及び業務成果品（次に掲げる書類）を提出すること。 

ア 実績報告書（経費明細書を含むこと）         ２部 

イ 記録写真・動画等                  一式 

ウ その他広報用制作物等本業務で作成、入手した資料等  一式 

 

８.業務の適正な実施に関する事項 

（１）個人情報保護 

  受託者が本業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、その取扱いに十分留意し、漏え 

い、滅失及び毀損の防止その他個人情報の保護に努めること。 

（２）守秘義務 

  受託者は、業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利 

用することはできない。また、業務終了後も同様とする。 



（３）再委託の取扱 

①受託者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。 

②本業務のうち、機体運用、設営、警備等の一部業務を再委託する場合は、事前に委託者の承認を 

得ること。 

③事故、トラブル等が発生した場合においても、受託者が一元的に対応するものとする。 

（４）保険の加入 

①受託者は、本業務の実施にあたり、ドローンの運用に係る対人・対物賠償責任保険その他必要な 

保険に加入するものとする。 

②受託者は、保険に加入したことを証する書類を委託者の求めに応じ提出するものとする。 

③保険加入に要する費用は、受託者の負担とする。 

（５）損害賠償 

①受託者は、本業務の実施に関し、その責めに帰すべき事由により、委託者または第三者に損害 

を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとする。 

②天災その他受託者の責めに帰さない事由により生じた損害については、この限りでない。 

③受託者は、再委託先の行為により生じた損害についても、自己の責任においてこれを負うもの 

とする。 

（６）業務の中止及び費用負担 

①天候不良、災害、関係機関の指示その他やむを得ない事由により、本業務の全部又は一部を中 

止する場合がある。 

②既に実施した業務又は中止時点までに発生した合理的な費用については、委託者と受託者が協 

議の上、支払うものとする。 

③受託者は、中止時に発生する費用について、事前に内訳および算定根拠を明示するものとす  

る。 

 

９.その他 

（１）本業務を円滑に遂行するため、委託者は受託者に対して業務の進捗状況について報告を求める   

ことができることとする。 

（２）業務の実施にあたっては、委託者と十分協議したうえで行うこと。本仕様書に明示されていな   

い事項、または業務上疑義が発生した場合は、両者協議により誠意をもって実施するものとす   

る。 

（３）本業務にかかる成果品の著作権、版権は、全て公益社団法人宮崎市観光協会に帰属するものと   

し、著作物及び著作物の作成に使用された素材等の編集、二次使用を妨げない。 


